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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センサ部、通信部、時計、次回通信日時管理メモリ、電源部、電源制御部を有する複数
の計測素子が通信網を介して計測サーバーと接続される計測システムにおいて、前記計測
素子の計測情報が周期的に前記計測サーバーに送信されるとともに、該計測サーバは通信
の都度、次回通信日時と要求データの種類を前記計測素子に送信し、次回通信日時は、前
記計測素子の前記次回通信日時管理メモリに保存され、前記計測素子と前記計測サーバー
が通信の都度、前記計測素子の時計情報と前記計測サーバーの時計情報が交換され、前記
計測素子の前記時計には、受信した計測サーバーの時計情報が書き込まれるとともに、前
記計測サーバーは、受信した前記計測素子の時計情報をもとに前記計測素子の時計精度を
計算し、該計測サーバーで管理している計測素子の次回通信日時に、該計測素子の時計が
、計測サーバーが許容できる時間誤差を超過すると判断されるときは、前記計測サーバー
は、超過しない時間内を次回通信日時とした日時校正信号の送信を前記計測素子に要求し
、前記電源制御部は、前記時計が前記通信日時管理メモリに保存されている日時になった
とき、前記センサ部と前記通信部への前記電源部からの電源供給を制御することを特徴と
する計測システム。　　　　
【請求項２】
　前記計測素子の自己診断のために、前記計測素子は、前記センサ部の動作パラメータの
変化に対応したセンサ出力が得られているかを判定し、判定結果を前記計測サーバーに送
信し、前記計測サーバーは、判定結果により、自己診断周期を変更する要求信号を前記計
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測素子に送信することを特徴とする請求項１に記載の計測システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種センサの情報を通信網を利用して集中的に管理する計測サーバーシステ
ムに関するもので、計測素子、特に電池で駆動される計測素子に好適な省電力化手段に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、いろいろなセンサ技術が発達し、温度センサ、風量計、風速計、雨量計、地震計
等の気象観測のためのセンサや、血圧計、心拍数計等の生体情報センサ、放射線量、PM2.
5測定器、塵埃計、臭気計等の環境センサ、さらには、人感センサ、監視カメラ等、あら
ゆるセンサ(計測素子)の情報がインタネットに接続され、集中的な観測が行われている。
これらのセンサは屋内はもとより屋外にも設置され、その電源として商用電源を用いるも
ののほか、電池で駆動されるセンサも多用化されてきている。また通信手段も、無線技術
の発達により有線から無線へと推移していて、計測素子は、それ単独で見るとセンサ情報
(計測データ)をサーバーへ送信する無線通信端末とも言えるものになってきている。
【０００３】
　無線通信端末というと携帯電話やタブレットが代表的であり、電池駆動であるがゆえの
省電力化対策が採られていて、人が操作をしない時には電源供給を、静止し（ほぼ停止状
態）、静止時は、人が操作を開始するかどうかをセンスする回路のみに電力を供給する方
法が一般的である。人の操作によらず自動的に省電力化を図る技術としては先行技術文献
には、携帯電話のカメラモジュールで顔を認識し、人の存否によって省電力モードへ切り
替える技術が開示されている。また、パソコンや携帯電話やタブレットなどインタネット
通信を行う端末では、一定の時間間隔で受信メールサーバーにメールの問合せを行うこと
で、省電力化を図っている。しかし、定期的に受信メールの問合せをしても受信メールが
ない時は、結果的には無駄な問合せ、つまり無駄な電力消費を行ったことになる。
【０００４】
　最近、IoT(Internet of Things)と称し、あらゆるものがインタネットに接続される時
代が到来すると言われているが、IoT時代とは、計測素子や各種センサが、監視カメラの
例に見るように街中のいたるところに設置され、計測データを集中的に管理することで、
人々に有益な情報をキメ細かく提供できる時代とも言えるわけで、計測素子の設置数が爆
発的に伸び、それゆえ計測素子の消費電力を更に軽減することが、計測素子に使用する電
池寿命の長期化に貢献できるだけでなく、より少ないエネルギーの消費という点でも社会
的な課題になってくる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－２７３８６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　計測素子の低消費電力化を図り、電池寿命を長期化することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　計測素子が計測を行うタイミングを計測サーバーが指示し計測結果を計測サーバーへ送
信する。このため計測素子と計測サーバーとの通信時に、計測サーバーは次回の計測と通
信日時を指示する。この方法により計測素子の電源供給は常時は時計部のみになり、セン
サ部（計測部）、通信部への電源供給は、計測時、通信時のみとなり、大幅な省電力化が
図れる。また計測素子の時計精度が低いと次回の計測日時が電力メーターのように１カ月
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後とかになると日時がずれるため、計測素子が所有する時計の精度情報をもとに計測サー
バーからの日時情報を利用して時計の時刻校正を行う。また、計測素子の異常(回路故障
等)を判断するため、計測素子には自己診断回路を設け、診断結果を計測サーバーへ送信
報告する。
【発明の効果】
【０００８】
　計測素子への電源供給は常時は時計部のみとなり、センサ部と通信部は計測・通信時の
みに給電されることで、計測素子としては大幅な、省電力化が図れる。　
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明による計測システムの全体構成図である。
【図２】本発明による計測システムの計測素子の内部構成を示すブロック線図である。
【図３】本発明による計測システムの計測サーバーの構成例を示すブロック線図である。
【図４】本発明による計測システムの計測素子と計測サーバー間の通信信号の内容を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、本発明の全体構成概念図であり、１a、１b、１cで示されるような数多くの計
測素子（以下個別に参照数字「１」として説明する）が無線通信網２に接続されている。
各々の計測素子１で計測されるデータとともに、各計測素子１についての管理データを集
中的に管理する計測サーバー３が、無線通信網２に接続されている。図示しないが、無線
通信網とともに有線通信網に接続される計測素子もあろうが、すべての計測素子の情報は
、計測サーバー３で集中管理されている。無線通信網としては、３Ｇ、４Ｇ、ＰＨＳ等の
公衆無線通信網であったり、自営の専用無線通信網であってもよい。自営の無線通信網の
例としては、ＰＨＳの自営モードや、サブギガ波と称す９２０ＭＨＺ帯を使用した無線方
式があろう。
【００１１】
　計測素子は多種多様であり、気象観測のための温度計、風量計、雨量計、地震計等の素
子や、生体情報管理のための血圧計、心拍数計、体温計等の素子、環境管理のための放射
線量計、PM2.5測定計、塵埃測定計、臭気計等の素子、建築物の劣化管理のための機械的
歪測定計、使用料管理のための水道メータ、ガスメータ、電気メータ等、さらに防犯対策
のための人感センサ、監視カメラ等がある。
【００１２】
　計測サーバー３は、計測事業者自身のものであったり、複数の計測事業者から委託され
る計測サーバーセンタ的な形態もあろう。水道メータなどは水道事業者自身が管理するか
もしれないし、生体情報管理は医療関係事業者自身が管理する、あるいは複数の医療関係
事業者が計測サーバーセンタに計測を委託し、計測結果情報を受け取り、各医療事業者が
結果情報を解析し、顧客に情報提供するサービス形態もあろう。様々な形態が考えられる
が、本発明においてはその形態は問わない。
【００１３】
　計測素子１は計測目的によって、計測頻度（計測の時間間隔）は異なり、月１回のもの
や、１日３回、１時間毎、１分毎とかの頻度のものがあろう。また計測された数値を平常
時のデータと比較し、少し異変が起きていると感じた時は計測頻度を上げたり、あるいは
天気予報などの他の情報をもとに、台風の接近をより細かく観察する時は計測頻度を上げ
るなど、計測頻度は状況に応じて随時変更制御される。計測素子の電源は、商用電源を用
いるものや、電池を用いるものがあるが、本発明は計測素子の省電力化に関するもので、
電池駆動型の計測素子により好適なものである。
【００１４】
　計測サーバー３は、表１に示すように各々の計測素子毎に管理データを集計し管理して
いる。表１に示す管理データの意味は後述する。
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【００１５】
【表１】

 
【００１６】
　図２は電池駆動型の計測素子１の内部構成を示す。
【００１７】
　計測素子１は、電源が常時供給される時計部１３、電源制御部１８によって動作が必要
な時のみに通電されるセンサ部１１(センサ部は計測部とも言える)、素子通信部１２、電
池残量検知部２０、自己診断を行うための自己診断制御回路２１、バイアス回路２２、比
較判定回路２３とからなる。時計部１３の中には、時計１７のほか、動作を後述するサー
バー日時管理Ｍ(メモリ)１５、次回通信日時管理Ｍ(メモリ)１６、自己診断日時管理Ｍ(
メモリ)１４がある。
【００１８】
　これらの日時情報は、２０１１年３月１１日１４時４６分４５秒のように、西暦から始
まり、秒までを含む。表１で示す次回通信日時は、スペースの関係上、V,B,C（Ｖ時Ｂ分
Ｃ秒）と簡略化されているが、実際は、２０１１年３月１１日１４時４６分４５秒のよう
になっている。
【００１９】
　素子通信部１２は、無線通信網２を介して計測サーバー３と通信を行うが、本発明にお
いては通信のための発呼は、計測素子１からのみであり、計測サーバー３が計測素子１に
発呼することはなく、計測素子１は計測サーバー３からの着呼に備える必要はない。
【００２０】
　計測素子１の動作は、次回通信日時管理Ｍ１６が、計測と通信を行う日時になったら、
電源制御部１８に、センサ部１１に計測を行うことを指示し、計測結果データを素子通信
部１２へ送り、素子通信部１２は、計測サーバー３へデータを送信する。センサ部へ電源
を供給する時間は、センサが必要とする計測時間に応じている。
【００２１】
　体温とかの計測では１分程度の計測時間を要すが、気温などは秒程度で良いだろう。素
子通信部１２への電源供給時間は、通信に必要な時間で、伝送速度にもよるが数秒程度以
下のオーダであり、センサ部の測定時間を考慮しながら、センサ部と同時に給電してもよ
いし、センサ部の給電時間が１分とか長い時は、時間的に分割して給電すればよい。
【００２２】
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　計測結果の送信データの形式は、図４(a)に示す。
【００２３】
　送信データは、個別の素子に応じた「素子ＩＤ」と「電話番号」あるいはＩＰアドレス
などの通信に必要な情報に加え、「計測情報」とともに、「電池残量」、「現在日時」、
「設置エリア」信号を送信する。電池残量は、計測サーバー３が個々の計測素子の状況を
確認するのに必要なデータであり、現在日時は、計測素子１の時計情報である。
【００２４】
　「計測情報」としては、「計測データ」と、後記する「データなし」と、「自己診断結
果」の３種があり、図４(c)に示すように、計測情報部は、前記３つの「情報種別」を表
す部分と「データ」を表す部分の２つの構成になっている。なお、情報種別で「データな
し」のときは後続の「データ」は省略される。
【００２５】
　なお、これらの計測情報（計測データ、自己診断結果、後記する時刻校正信号）が、計
測サーバー３が指定した日時に計測サーバー３で受信できない時は、計測素子１が故障か
盗難を疑い、計測事業者に別途電子メールや電話で連絡を行う。
【００２６】
　また「設置エリア」は、計測素子の設置されている場所を、無線通信を利用して通信す
る際に得られる基地局の情報をそのまま利用するものである。なお、計測素子１が別途Ｇ
ＰＳセンサを具備していれば、「設置エリア」情報としてはＧＰＳ情報を利用する。
【００２７】
　なお、計測のサービスエリアが狭く、すべての計測素子が、一つのアンテナ圏内(基地
局圏内)に設置されているときは、設置エリア情報としては、図示しないが、アンテナか
らの距離情報に相当する電界強度情報を代替するものとして、受信電波の「受信レベル」
情報を用いる。
【００２８】
　つまり、設置エリア情報としては、基地局情報、ＧＰＳ情報、受信レベル情報の３種が
ある。
【００２９】
　計測サーバー３では設置エリア情報を通信の都度確認し、表１で管理されている本来の
設置エリア情報と異なる場合は、計測素子１が盗難されていると判断する。
【００３０】
　表１に示した管理データの中で、「時計精度」、「電池残量」、「異常状態」、「次回
通信日時」は通信の都度データが更新され、「計測周期」、「自己診断周期」は、結果情
報をもとに必要があれば通信によって変更される。その他のデータの更新は、設置場所の
変更とか、変更の必要がある時に、データ入力部４０（図３参照）から更新される。
【００３１】
　表１の時計精度は、計測素子１から送られてきた計測素子の現在日時と、計測サーバー
３の現在日時とを対比し、計測サーバー３では、前回通信日時をもとに１日に生じた誤差
を計算し、更新される。時計精度を管理することで、計測素子１の時計部品である水晶振
動子に高い精度を要求することは必要なく、計測素子のコストを低減できる。計測素子が
、電波時計を使用すれば理想的であるが、電波時計は常時電力を消費することと、屋内で
は設置場所によっては電波受信が出来にくいことを留意したうえで、使用を決める必要が
ある。
【００３２】
　通信の都度、計測サーバー３からは、図４(b)に示すように、次回通信日時とサーバ―
日時が計測素子１に届く、計測素子１では、サーバー日時管理Ｍ１５の情報をもとに、時
計１７をサーバー日時に校正する。また次回通信日時管理Ｍ１６に次回通信日時を書込み
、次回の通信に備え、通信日時になったら前記した動作を行う。
【００３３】
　計測素子１は、故障診断のために自己診断機能を有している。自己診断周期は、計測素
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子の故障率とともに計測周期を勘案しながら計測素子そのものが決めるが、その周期情報
は、別途、表１に示すように、計測サーバー３で管理されていて、計測サーバー３では自
己診断を行うべき時間に診断結果が送信されることを待っている。
【００３４】
　計測素子１が自己診断を行うには、計測周期に応じて、自己診断日時管理Ｍ１４が、診
断日時になったら、電源制御部１８に自己診断制御回路２１を駆動するように指示する。
自己診断制御回路２１は、センサ部１１が出力する最小値、最大値、中間値が診断時に出
力されるよう、センサ部１１へのバイアス値をバイアス回路２２から出力し、設定したバ
イアス値に対するセンサ出力になっているかを比較判定回路２３で判定を行う。バイアス
回路２２では、センサ部１１の動作パラメータを変化させるが、別の方法として、センサ
部１１への入力信号レベルを擬装的に変化してもよい。どの方法でも、変化に応じセンサ
部１１の出力が変化していれば動作は正常と判断する。その判断は、比較判定回路２３で
行う。比較判定回路２３の出力としては、ＯＫ、ＮＧの他に、「とりあえずは使用可であ
るが近日中に修理必要」とかの情報も出力する。これらの情報は、診断結果情報として、
図４(a)の計測情報において、「情報種別」は自己診断結果、「データ」は、ＯＫ、ＮＧ
、その他の情報（前記「とりあえずは使用可であるが近日中に修理必要」とかの情報）に
対応し、別途関連付けされたデータとして送信される。
【００３５】
　自己診断の周期は、診断結果を見ながら変化することができる。このため、図４(b)に
示すように、計測サーバー３から計測素子１へ送る信号として「次回要求データ」という
フィールドがある。「次回要求データ」としては、本発明の主目的からして、定常的には
計測データであるが、前記のように「自己診断周期を変更する」要求、さらに後記するが
、「日時校正」の要求がある。これら３種の要求に対応した通信符号が「次回要求データ
」フィールドに別途割り当てられている。なお、自己診断周期を変更する要求をしたとき
は、変更したい「周期情報」を送る必要があり、図４(b)に示すように、「自己診断周期
」のデータフィールドを用いて送信する。
【００３６】
　図３は計測サーバー３の内部構成を示す。
【００３７】
　計測サーバー３は、サーバー通信部３０、次回通信日時管理部３１、計測頻度管理部３
２、時計精度管理部３３、異常状態検出管理部３４、計測データベース３５、次回受信管
理部３６、計測データ管理部３７、頻度情報付加部３８、外部情報交換部３９、データ入
力部４０、自己診断結果情報管理部４１で構成される。なお、図示しないが高精度の時計
を有し、時計情報は、必要な各部へ供給されている。
【００３８】
　計測データベース３５は、計測サーバー３の管理対象下にあるすべての計測素子の管理
情報（表１に示す情報）を保存・管理している。
【００３９】
　また、計測素子毎の計測結果データの計測履歴は、計測データ管理部３７に別途管理さ
れている。
【００４０】
　サーバー通信部３０は、計測素子１と無縁通信網２を介して通信を行う。
【００４１】
　次回受信管理部３６には、計測データベース３５の次回通信日時データをもとに、次回
受信する可能性のある（受信日時誤差として設定した例えば３秒の誤差範囲内で受信の可
能性のある）計測素子からの受信日時とＩＤ信号、がロードされている。その日時に受信
したデータからＩＤ信号を復元すると、計測データベース３５から当該ＩＤに関する管理
データが、計測頻度管理部３２、時計精度管理部３３へロードされる。
【００４２】
　時計精度管理部３３には、計測データベース３５から当該計測素子の時計精度データが
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ロードされる。
【００４３】
　計測頻度管理部３２では、計測周期を変更することが必要かどうかを判断する。計測デ
ータ管理部３７の計測結果から、計測結果が定常的かどうかを判断し、異常性が感じられ
るときは計測周期を短くする対応、また頻度情報付加部３８が、台風が接近しているので
、あるエリア内にある計測素子は計測周期を短くするなどの要求を出しているかを確認し
、しばらくの間は、計測データベース３５で管理されている計測周期を変更し、何時間毎
、何分毎とかの計測周期を決め、次回通信日時管理部３１に伝える。
【００４４】
　なお、計測周期を変更した原因が解除されれば、計測データベース３５の計測周期に関
する管理データを元に戻す等の対応を採る。いずれにせよ、計測周期は固定的なものでな
く、状況に応じ随時変更される。
【００４５】
　次回通信日時管理部３１は、これらの情報に基づき次回の通信日時を算出するが、その
時、時計精度管理部３３の情報をもとに次回通信日時までに生じるであろう計測素子の時
計誤差が、３秒とかの、ある閾値以下であれば、算出された日時を次回通信日時として送
信する。もし、閾値以上であれば、次回の計測日時までに、時計合わせを行っておく必要
があるので、時計の誤差が閾値以内の日時を次回通信日時データとして送る。
【００４６】
　つまり、「次回通信日時での計測素子の時間が、計測サーバーで受信管理できる時間誤
差を超過する」と時間精度情報を用いて計算されるときは、次回の通信は計測素子１の時
計１７の日時校正のために行うことが必要になる。例えば、とある計測素子の時計精度が
一日に１秒ずれるとする。次回の計測が７日後とすると、７日後には７秒ずれるので、ズ
レが受信管理できる時間誤差の３秒以内におさまる３日前の４日（７－３）後を次回通信
日時として設定する。なお、このとき、次回の送信時には計測素子の計測データは不要の
旨を伝えるため、図４(b)の「次回要求データ」フィールドに「日時校正」を意味する信
号を送る。
【００４７】
　次回要求データとして「日時校正」信号を受信した計測素子１は、次回の送信時には、
図４(a)の計測情報部には、情報種別として「データなし」を送る。この場合、計測素子
１からの送信信号は時刻校正信号とも言える。
【００４８】
　自己診断結果情報管理部４１は、自己診断の結果情報を保存・管理するもので、自己診
断結果が正常とは言いきれないときに、過去の診断結果情報と対比しながら「正常」と判
断するか、「もう少し様子を見るために自己診断周期を変えてみよう」と判断するのに使
用される。特に自己診断結果が、「とりあえずは使用可であるが近日中に修理必要」とさ
れたときは、過去の自己診断結果情報が参照され、自己診断周期を短くするとかの対応が
採られよう。
【００４９】
　異常状態検出管理部３４は、計測素子１からの受信信号(図４(a))の中から、電池残量
が２０％とか少なくなったこと、自己診断結果情報がＯＫでないことの確認に加え、設置
エリア情報が計測データベースで管理されている設置エリア情報との対比を行い、エリア
情報が異なる時は、計測素子が盗難にあっていると判断する。
【００５０】
　異常状態検出管理部３４の出力は外部情報交換部３９へ届き、計測事業者にその状態を
伝えるなどの処置が採られる。伝える内容としては、「電池残量が少ないので交換か充電
してください」、「盗難にあっていそうなので確認してください」、「故障していますの
で、交換してください」などがある。
【００５１】
　外部情報交換部３９は、図示しないが電話や電子メールなどで外部との情報交換を行う
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。情報交換の内容としては、前記したように、頻度情報付加部３８に伝えるものとして気
象情報や犯罪情報(逃走犯探しのために監視カメラの測定頻度向上等)、異常状態検出管理
部３４で計測素子の異常(動作不良、電池消耗、盗難等)が検知されたときの連絡、計測素
子事業者への連絡、各計測素子のデータ入力部４０へ設定する情報の入手がある。
【００５２】
　データ入力部４０では、運用開始前に初期データとして表１に示した管理データの素子
ＩＤ、電話番号、電源、設置エリア、計測周期、自己診断間隔、時計精度が入力される。
時計精度は、初期入力時は計測素子メーカーの情報を用いるが、運用が開始されると、通
信の都度交換される日時情報から実用データに随時更新される。その他の管理データは変
更あるときは、計測事業者からの連絡を受け、外部情報交換部３９より変更データがデー
タ入力部４０に届き更新される。
【００５３】
　本発明による計測システムは、風速計とかのひとつのセンサを多くの場所に設置し、各
地の風速を管理し情報提供する計測システムであったり、多種のセンサを多数設置し、セ
ンサの特性に応じた多数の情報サービスを提供するための大きな計測システムであったり
出来るものであり、多くの計測事業者の多種の要望やビジネスモデルの要求に応えられる
ものである。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　計測素子の消費電力が低減されるとともに、電池寿命も長期化し、計測素子の時計精度
への要求も緩和されるので、安価な計測素子が実現され、計測素子の経済性が向上する。
このことは、IoTデバイスの普及に弾みがかかることになり、あわせて計測サービス事業
というビジネスでいろいろなビジネスモデルを創造できるものである。
【符号の説明】
【００５５】
　　１（１a、１b、１c）   計測素子
　　２　　　　　　無線通信網
　　３　　　　　　計測サーバー
　１１　　　　　　センサ部
　１２　　　　　　素子通信部
　１３　　　　　　時計部
　１４　　　　　　自己診断日時管理Ｍ(メモリ)
　１５　　　　　　サーバー日時管理Ｍ(メモリ)
　１６　　　　　　次回通信日時管理Ｍ(メモリ)
　１７　　　　　　時計
　１８　　　　　　電源制御部
　１９　　　　　　電池
　２０　　　　　　電池残量検知部
　２１　　　　　　自己診断制御回路
　２２　　　　　　バイアス回路
　２３　　　　　　比較判定回路
　３０　　　　　　サーバー通信部
　３１　　　　　　次回通信日時管理部
　３２　　　　　　計測頻度管理部
　３３　　　　　　時計精度管理部
　３４　　　　　　異常状態検出管理部
　３５　　　　　　計測データベース
　３６　　　　　　次回受信管理部
　３７　　　　　　計測データ管理部
　３８　　　　　　頻度情報付加部
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　３９　　　　　　外部情報交換部
　４０　　　　　　データ入力部　
  ４１ 　         自己診断結果情報管理部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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